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覚醒剤・大麻等薬物乱用の防止

覚醒剤や大麻等薬物乱用はなぜいけないの？

① 脳に影響を及ぼし精神や身体がボロボロに
② 一度始めると自分の意思では止められない

➡ 薬物の「依存性」と「耐性」が最も恐ろしい。
➡ 「依存性」… 薬物乱用することで、身体に異変が生じ、薬物を使用したいという気

持ちが自然と 強くなり、自分では気持ちのコントロールが出来なくなる。
➡ 「耐性」 … 薬物使用を繰り返していくうちに、これまでの量では効き目が薄くな

り、量が増える。

③ 薬物欲しさに犯罪を犯すようになる
➡ 最初は安価でも、どんどん値段が上がっていくこともある。
➡ 薬物を入手する金欲しさから窃盗事件や殺人事件を起こすことがある。
➡ 妄想や幻覚等が現れ、重大な交通事故を引き起こすことがある。

④ 友達や家族を失う
➡ 薬物に溺れ、人間関係が破綻し、家族や友人から孤立する。

⑤ 法律で厳しく罰せられる
➡ 覚醒剤を所持・使用した場合・・・１０年以下の懲役
➡ 大麻を所持・施用した場合・・・７年以下の懲役
➡ 指定薬物を所持・使用した場合・・・3年以下の懲役

こんな誘いに要注意！
1回だけなら大丈夫。すっきりするよ。眠気が冷めるよ。
少しだけ試してみない？外国では合法だし、何も心配することないよ。

ダメ、絶対！

薬物乱用に関する情報提供先、相談先
① 最寄りの警察署又は交番
② 薬物１１０番 … ０９２－６４１－４４４４
③ 情報提供 … 県警ホームページ


